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勧 告 書 

 

 

当連合会は、東京拘置所に収容中の被拘禁者Ａに係る人権救済申立事件（２００５

年度第２３号）について調査した結果、貴拘置所に対し、以下のとおり勧告する。 
 

記 
 
第１ 勧告の趣旨 

東京拘置所は、収容されている被拘禁者Ａが長期拘禁による拘禁反応としての

重篤な精神障害に罹患していると思われるので、施設外の精神科医による診察の

うえ、抗不安薬の投与による薬物療法、若しくは医療刑務所またはこれに準ずる

施設において治療を行う等の適切な医療措置を速やかに実施すること。 
 

第２ 勧告の理由（要旨） 
 １ 申立の概要、認定した事実等（略） 
 ２ 判断 
 （１）治療の必要性から見た被拘禁者Ａの現在の病状 

被拘禁者Ａは長期拘禁によるものと思われる拘禁反応を示している。 

被拘禁者Ａの現状については、各医師の見分、事件委員会の見分等から明ら

かになっており、それらの事実について各医師の判断は、拘禁反応を呈してい

るという点においていずれも一致している。 

この拘禁症状は、被拘禁者Ａが人間として最低限の生活を自立して行うこと

ができない状態にあると見ることができる。特に重視しなければならないのは、

拘禁反応の症状のひとつである「昏迷」の結果として自らの安全を自分の意思
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で確保することができなくなっているし、いつなんどき興奮状態に陥り負傷す

るかもしれない事態も予測されるということである。 

（２）治療の必要性と可能性 

被拘禁者Ａがそうした状態に陥っている以上は、医学的な見地に立った治療

の要否がまずは判断されなければならないはずである。なぜならば、医学は人

間が人間らしく生きるためのものであり、誰もがそうした医学による治療を受

ける権利を有しているのである（憲法１３条、２５条など）。たとえ正当な理

由によって拘禁されている者といえども、行刑が予定する権利の制約以上に、

個人の尊厳性とその健康を維持する権利を奪われるものではないからである。

したがって、その症状に応じて治療の要否が判断されなければならない。 

被拘禁者Ａの場合、重度の拘禁反応が現れており、かつ、被拘禁者Ａに直接

面会した医師によれば、被拘禁者Ａの病状に対しては、薬物的療法及び医療刑

務所若しくはこれに準ずる施設における治療などによることは可能であるとさ

れている。薬物療法としては、抗不安薬の点滴、内服若しくは注射による方法

が考えられ、どのような薬も一定の効果は期待できる。また、医療刑務所若し

くはこれに準ずる施設における治療が考えられ、これにより、環境を変えてみ

てそれによる病状の変化を見ることで、診断の精度を高くするという効果も期

待できる、とのことである。 

したがって、被拘禁者Ａにとって、少なくともそうした治療の可能性がある

以上は、被拘禁者として法的に許される範囲において、適切な治療が保障され

なければならないことは明白である。 

（３）東京拘置所による対応について 

東京拘置所は、被拘禁者Ａに対し、さまざまな検査を実施しているものの、

同人の拘禁反応に対し、精神科的治療が施された形跡はない。 

東京拘置所は、被拘禁者Ａに対し、「精神科の担当医が、処遇を担当する看

守から、Ａの日常生活や言動等の状況について報告を受けながら、定期的に問

診を行い、診療の必要性を判断しており、必要があればいつでも対応できる医

療態勢を整えている」（東京地裁平成１７年１１月３０日付人身保護請求事件

の決定、東京地裁平成１８年７月２５日付損害賠償請求事件の判決）。 

そして、記録によれば、確かに東京拘置所は、医務官としての精神科医によ

る問診等を行い、その結果として精神科医によって被拘禁者Ａとの間で意思疎

通が図れるとか、被拘禁者Ａには意識障害が存しないなどとしているが、東京

拘置所といえども被拘禁者Ａが精神障害に罹患していることを否定しているわ

けではない。したがって、東京拘置所には、被拘禁者Ａの訴訟能力の有無とは

別の視点から同人の精神障害の程度及び内容について診察を行い、それに基づ

いて治療の必要性及び治療方法について検討すべき義務があると言うべきであ
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る。 

（４）結論 

個人の尊厳と幸福追求権（憲法１３条）及び身体の健全（憲法１３条、１８

条、２５条）はすべての人に保障されなければならない。刑事施設においては

２４時間拘束されているのであるから、特に被拘禁者の個人の尊厳を保障する

責任は全面的に施設管理者の側にある。また、本申立時は未決被拘禁者であり、

東京拘置所は、被拘禁者に対し可能な限り地域社会におけると同等の医療を受

ける権利を保障しなければならないし、いいかえれば施設管理者には被拘禁者

に対し必要かつ適切な治療を行う義務がある。 

このことは、国内法だけではなく、確立された国際法規ともいえる。市民的

及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）１０条が「自由を奪われたす

べての者は、人道的にかつ人間の固有の尊厳を尊重して、取り扱われる。」と

しており、１９９０年に国連で決議された「被収容者の処遇のための基本原則」

９条においては、「被収容者は、その国で利用可能な保健サービスにアクセス

できなければならず、その法的地位に基づいて差別されることはない。」とさ

れている。また、ヨーロッパ拷問防止条約に基づいて設置されたヨーロッパ拷

問等防止委員会の「基準」３８条においては、「刑務所の医療では、刑務所外

の地域社会におけると同等の治療、看護、適切な食事、理学療法、リハビリテ

ーション、その他必要な特殊施設が提供されなければならない。」に照らして

もとされていることも参考にすべきである。 

本件では、被拘禁者Ａは長期拘禁により重篤な拘禁反応の状態に陥っている

のであるから、現在直ちに同人に対し同人の病状に応じた精神科的治療が実行

されるべきである。すなわち東京拘置所においては、被拘禁者Ａに対し、施設

外の精神科医により診察されなくてはならない。そのうえで、東京拘置所は、

被拘禁者Ａの病状に応じて抗不安薬などの薬物を投与し、さらに医療刑務所若

しくはこれに準ずる施設における治療の必要性を検討し、必要性があると判断

した場合には東京拘置所長の判断によって上記施設における治療を行うかど

うかを決定すべきである。 

以上のとおり、東京拘置所が被拘禁者Ａに対し、現段階において可能な必要

最小限の精神科的治療すら実施していないことからすれば、被拘禁者Ａの治療

を受ける権利が侵害され、あるいは被拘禁者Ａは治療を受ける機会を奪われて

いることになり、被拘禁者Ａの基本的人権が侵害されているといえる。 

以 上 


